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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々

な
行
政
手
続
き
が
便
利
に
な
る
一
方
で
、
制
度
に
対
す
る
住
民

の
安
心
確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
、
個
人
番
号

の
利
用
範
囲
を
限
定
し
、
利
用
目
的
以
外
の
目
的
で
の
利
用
を

禁
止
す
る
な
ど
の
保
護
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/
bangoseido/index.html

マイナンバーについて、
詳しくは以下をご覧ください。

マイナンバー 検索

第 2弾
安心・安全の仕組み
について

マイナンバー制度における個人情報保護措置

制　度　面

法
律
に
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
収
集
・
保
管
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

な
り
す
ま
し
防
止
の
た
め
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

収
集
す
る
際
に
は
本
人
確
認
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
か

を
、
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
と
い
う
第
三

者
機
関
が
監
視
・
監
督
し
ま
す
。

法
律
に
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
を
、
従
来
に
比

べ
て
強
化
し
て
い
ま
す
。

自
分
の
情
報
の
提
供
記
録
を
自
ら
確
認
で
き
る

「
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
」（
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
）
を
設
置
し
ま
す
。

システム面

個
人
情
報
は
、
分
散
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、

芋
づ
る
式
の
情
報
漏
え
い
を
防
ぎ
ま
す
。

行
政
機
関
間
で
の
情
報
の
や
り
と
り
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
は
直
接
使
い
ま
せ
ん
。

個
人
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
人
に
つ
い
て
、

制
限
、
管
理
し
ま
す
。

情
報
の
通
信
の
際
に
は
暗
号
化
し
ま
す
。

　

今
年
10
月
以
降
、
住
民
票
の
住
所
地
に
ご
自
身
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た「
通
知
カ
ー
ド
」が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
住
民
票
の
住
所
地
で
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
は
、「
居
所
情
報
登
録
申
請
書
」を
住

民
票
の
あ
る
住
所
地
の
市
区
町
村
に
持
参
ま
た
は
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
が
認
め
ら
れ
た
方
は
、
登
録
さ
れ
た
居
所

に
あ
な
た
の「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

申
請
が
必
要
な
方

● 

一
人
暮
ら
し
で
、
長
期
間
、
医
療
機
関
・
施
設
に
入
院
・

入
所
さ
れ
て
い
る
方

● 

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
者
で
住
所
地
以
外
の
居
所
に

避
難
さ
れ
て
い
る
方

● 

Ｄ
Ｖ
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
、
児
童
虐
待
等
の
被
害
者
で

住
所
地
以
外
の
居
所
に
移
動
さ
れ
て
い
る
方

申
請
方
法

　

役
場
町
民
税
務
課
お
よ
び
各
総
合
事
務
所
も
し
く
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://www.

soum
u.go.jp/kojinbango.card/

）
か
ら
申
請
書
を
入
手
し
、

氏
名
、
居
所
、
や
む
を
得
な
い
理
由
な
ど
の
情
報
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

〈
提
出
書
類
〉

● 

申
請
書

● 

申
請
者
の
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）

● 

居
所
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類（
公
共
料
金

の
領
収
書
な
ど
）

● 

代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
委
任
状
と
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類

提
出
先　

町
民
税
務
課

申
請
期
限　

９
月
25
日（
金
）必
着

■
問
合
せ　

町
民
税
務
課　

☎ 

47

－

８
０
１
５

情報漏えいは
大丈夫？ 

なりすまし被害に 
あったらどうしよう… 

国に個人情報が一元管理
されてしまうのでは？ 

プライバシーは 
ちゃんと

守られるの？

マイナンバー制度に対する不安 マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

今
年
10
月
以
降
、
あ
な
た
の
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
を

お
知
ら
せ
し
ま
す


